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き、京都議定書目標達成計画に即して、市の事務及び事業に関し、温室効果ガスの

排出抑制等に取り組むため、策定したものです。 



 

 

 

 

 

 



 

目  次 

 

 

Ⅰ 実行計画の基本事項 ________________________________________________________ 1 

１ 計画策定の背景 ___________________________________________________________ 1 

２ 計画の目的_______________________________________________________________ 2 

３ 計画の期間_______________________________________________________________ 3 

４ 基準値と基準期間 _________________________________________________________ 3 

５ 計画の対象範囲 ___________________________________________________________ 3 

６ 計画の対象となる温室効果ガス _____________________________________________ 3 

Ⅱ 基準期間の温室効果ガス排出量等 ____________________________________________ 4 

１ 活動量___________________________________________________________________ 4 

２ 温室効果ガス排出量（基準値） _____________________________________________ 4 

３ 温室効果ガス排出量の区分 _________________________________________________ 5 

４ 資源等（紙類・水道・ごみ類）の使用状況 ___________________________________ 5 

Ⅲ 温室効果ガス排出量の削減目標 ______________________________________________ 6 

１ 温室効果ガス総排出量の削減目標 ___________________________________________ 6 

２ 温室効果ガスの抑制等に関する個別目標 _____________________________________ 7 

Ⅳ 具体的な取り組み __________________________________________________________ 8 

Ⅴ 計画の推進と点検 _________________________________________________________ 14 

１ 推進体制________________________________________________________________ 14 

２ 職員に対する研修等 ______________________________________________________ 15 

３ 実施状況の点検・評価 ____________________________________________________ 16 

４ マネジメントレビュー（市長による見直し） ________________________________ 16 

５ 結果の公表______________________________________________________________ 16 

 
 

 

資料－１ 第１期計画の評価 

資料－２ 温室効果ガス排出量算定方法 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Ⅰ 実行計画の基本事項 

１  計画策定の背景 

地球温暖化問題は、人類の活動によって大気中に排出される温室効果ガスの濃度の上昇によ

り温室効果が強まった結果、地表及び大気中の温度が追加的に上昇し、生態系及び人類に悪影

響を及ぼすものであり、地球全体として人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つで

ある。今までの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直し、国際協

調の下で全人類が早急に対策に取り組むことが求められている。 

国際社会においては、この地球温暖化問題に対処するために「気候変動に関する国際連合枠

組条約」が平成 4 年(1992 年)5 月に採択され、平成 6 年(1994 年)3 月に発効した。同条約は、

主に先進締約国に対し温室効果ガス削減のための政策実施等の義務を課している。 

平成 9年(1997 年)12 月に京都で開催された「気候変動に関する国際連合枠組条約第３回締約

国会議（ＣＯＰ３）」では、先進国の温室効果ガス排出量に関する法的拘束力のある数値目標を

盛り込んだ「京都議定書」が採択された。同議定書では、日本は６種類の温室効果ガスの総排

出量を平成 20 年(2008 年)から平成 24 年(2012 年)の期間に平成 2 年(1990 年)レベルから６％

削減することが決められた。同議定書は平成 17 年(2005 年)2 月に発効条件を満たしたため、京

都議定書に法的な拘束力が発生した。 

京都議定書発効を受け、「地球温暖化対策の推進に関する法律（改正）」が全面施行され、同

法に基づき、「京都議定書目標達成計画」が平成 17 年(2005 年)4 月に策定された。同計画は「地

球温暖化対策推進大綱」、「地球温暖化防止行動計画」、「地球温暖化対策に関する基本方針」を

引き継ぐものと位置づけられており、「京都議定書の６％削減約束の確実な達成」と「地球規模

での温室効果ガスの長期的・継続的な排出削減」を目指している。 

本市では、「自然と調和のとれた環境の創造」を都市づくりの理念とし、市民が健康で安全か

つ快適な生活を営むための良好な環境を保全、確保するために、「宇治市環境保全基本条例」を

昭和 51 年(1976 年)に策定した。同条例の理念実現を目指し平成 12 年(2000 年)3 月に、環境保

全に関する施策を長期的な観点から総合的、体系的に推進していくため「宇治市環境保全計画」

を策定した。 

平成 13 年(2001 年)には「地球温暖化対策の推進に関する法律[平成 11 年(1999 年)]」（以下

「地球温暖化対策推進法」とする）に基づき、本計画の第１期計画である「宇治市地球温暖化

対策実行計画」（以下「実行計画」とする）を策定し、市の事務・事業に係る省エネルギーの取

り組みを始めた。 

これらの計画を推進し、「環境都市・宇治」を実現させるために、環境マネジメントシステム

を構築し、平成 13 年(2001 年)10 月より本格的に運用を開始した。翌平成 14 年(2002 年)2 月に

ISO14001 を取得し、以降環境への影響を継続的に改善するための取り組みを積極的に推進して

いる。 
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表Ⅰ－１．地球温暖化対策の近年の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  計画の目的 

宇治市は平成 12 年度に「実行計画」を策定し、一事業者・一消費者としての立場から環境へ

の負荷を低減させるための率先的な取り組みと併せて、温室効果ガス排出量の削減に向けた取

り組みを推進してきた。 

平成 16 年度では、平成 11 年度（１期計画基準年度）と比較して温室効果ガス排出量は 3.6％

増加した。これは電力使用量の増加が大きく影響しており、市道街灯の管理分が宅地開発等に

より増加したこと、下水道事業の進行により家庭・事業所の排出分が市の排出量に組み込まれ

たためである。 

これらは、いずれも市民の安全で快適な生活には必要不可欠なものであり、個々の施設を管

理するものが、市の事務・事業として算出されることになったものである。これらの増加要因

を除くと温室効果ガス排出量は、1.7％減少していた。 

本計画は、「実行計画」の目標年次である平成 17 年度において、平成 16 年度までの達成状況

を評価するとともに、課題や問題点を整理した上で、宇治市の事務・事業に係る温室効果ガス

排出の抑制に向けた行動計画として「宇治市地球温暖化対策実行計画 第２期計画」を策定す

る。 

年 月 世界 日本 京都府 宇治市

H2(1990) 10
「地球温暖化防止行動計画」
策定

H4(1992) 5
「気候変動に関する国際連合枠
組条約」採択

H6(1994) 3
「気候変動に関する国際連合枠
組条約」発効

H9(1997) 12
ＣＯＰ３（気候変動枠組条約第３
回締約国会議）[「京都議定書」採
択]

「地球温暖化対策推進本部」
設置

H10(1998) 6
「大綱」(地球温暖化対策推進大
綱)策定[2010年目標の当面の対
策措置]

H11(1999) 3
「京と地球の共生計画－地球温
暖化対策推進版－」策定

4
「地球温暖化対策推進法」施行
「地球温暖化に関する基本方針」
策定

H12(2000) 3 「宇治市環境保全計画」策定

H13(2001) 2
「宇治市地球温暖化対策実行計
画」策定

9
ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間
パネル）第３次評価報告

10
ＣＯＰ７[マラケシュ合意（運用
ルール：京都メカニズム、吸収
源、遵守制度等）]

H14(2002) 2 ISO14001認証取得

3
「大綱」改訂[2010年目標の追加
的対策措置]

6 「京都議定書」締結（受諾）

12 「地球温暖化対策プラン」策定

H16(2004) 12 「地球温暖化対策プラン」改訂

H17(2005) 2 「京都議定書」の発効
改正「地球温暖化対策推進法」
全面施行

4
「京都議定書目標達成計画」
策定

H18(2006) 3
「宇治市地球温暖化対策実行計
画（第２期計画）」策定
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３  計画の期間 

平成 18 年度～平成 22 年度の 5年間を計画期間とする。 

 

 

４  基準値と基準期間 

自然的・社会的条件による数値の変動を平準化するため、平成 13 年度～平成 16 年度（基準

期間）の温室効果ガス排出量を平均したものを基準値とする。 

 

 

５  計画の対象範囲 

宇治市の事務・事業に係る活動を対象とする。 

なお、公社等により委託管理されている施設は、法律による対象範囲に含まれないため、本

計画の温室効果ガス排出量等の算定から除外するが、温室効果ガスの排出量抑制等の措置を講

ずるように協力を要請する。 

 

６  計画の対象となる温室効果ガス 

計画の対象となる温室効果ガスは以下の通りである。なお、京都議定書で対象となる温室効

果ガスに指定されているパーフルオロカーボン（ＰＦＣ）については、ＰＦＣが冷媒として封

入されている製品が平成 11 年 5 月の時点で市販されておらず、把握が困難で実態としても微量

であると考えられることから対象外とした。 

 

 

 

計画期間：平成 18 年度（2006 年度）～平成 22 年度（2010 年度） 

① 二酸化炭素（ＣＯ２）  

② メタン（ＣＨ４） 

③ 一酸化二窒素（Ｎ２０） 

④ ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） 

⑤ 六フッ化硫黄（ＳＦ６） 

基準値：平成 13 年度（2001 年度）～平成 16 年度（2004 年度）を基準期間とした平均値 
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Ⅱ 基準期間の温室効果ガス排出量等 

１  活動量 

基準期間における年平均活動量を以下に示す。 

 

表Ⅱ－１．基準期間における年平均活動量 

基準期間の
年平均活動量

単位

電力使用 電力 25,050,397 kWh

定額電力 4,196,999 kWh

燃料使用 Ａ重油 462 ℓ

灯油 182,875 ℓ

都市ガス 395,935 m
3

ＬＰＧ 76,024 kg

ガソリン 75 ℓ

軽油 85 ℓ

自動車燃料 ガソリン 118,392 ℓ

軽油 98,527 ℓ

天然ガス 49,945 m3

ガソリン(二輪車) 1,055 ℓ

自動車走行量 走行距離 1,460,643 km

カーエアコン HFC封入車 302 台

下水処理施設 下水処理量 5,138,758 m3

汚泥焼却量 1,209 ｔ

電気機械器具 封入量 3 kg

活動内容

 

 

２  温室効果ガス排出量（基準値） 

基準期間における年平均温室効果ガス排出量を以下に示す。 

 

表Ⅱ－２．基準期間における年平均温室効果ガス排出量 

（kg） （kg－ＣＯ２）

二酸化炭素（ＣＯ２） 13,442,597 13,442,597 96.6%

メタン（ＣＨ４） 4,236 88,957 0.6%

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 1,149 356,190 2.6%

ＨＦＣ 25.32 32,920 0.2%

ＳＦ６ 0.03 765 0.0%

合計 13,921,429 100.0%
(基準値）

温室効果ガス
温室効果ガス排出量

構成率
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３  温室効果ガス排出量の区分 

基準期間における活動区分別の年平均温室効果ガス排出量を以下に示す。 

 

表Ⅱ－３．基準期間における活動区分別年平均温室効果ガス排出量 

　排 　出 　量
二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 HFC SF6 合計

(kg-CO2) (kg-CH4) (kg-N2O) (kg) (kg) (kg-CO2)

電力使用 電力 25,050,397 kwh 9,619,352 9,619,352

定額電力 4,196,999 kwh 1,611,648 1,611,648

燃料使用 Ａ重油 462 ㍑ 1,246 1,246

灯油 182,875 ㍑ 462,381 462,381

都市ガス 395,935 m
3 867,311 867,311

ＬＰＧ 76,024 kg 228,565 228,565

ガソリン 75 ㍑ 177 177

軽油 85 ㍑ 225 225

自動車燃料 ガソリン 118,392 ㍑ 279,252 279,252

軽油 98,527 ㍑ 260,546 260,546

天然ガス 49,945 m3 109,406 109,406

ガソリン(二輪車) 1,055 ㍑ 2,488 2,488

自動車走行量 走行距離 1,460,643 km 271 30 15,063

カーエアコン HFC封入車 302 台 25.32 32,920

下水処理施設 下水処理量 5,138,758 m3 2,992 62,827

汚泥焼却量 1,209 ｔ 43 1,106 343,846

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関 A重油 493 ㍑ 0.02 7

ガス機関 LPG 21 kg 0.07 0.0009 2

都市ガス 283,014 m
3 929 13 23,401

電気機械器具 封入量 3 kg 0.03 765

排出量合計 13,442,597 4,236 1,149 25.32 0.03 13,921,429

ＧＷＰ（地球温暖化係数） 1 21 310 1,300 23,900

構成比(%) 96.6 0.6 2.6 0.2 0.0 100.0

単位年間活動量活動区分

 

 

４  資源等（紙類・水道・ごみ類）の使用状況 

基準期間における資源等の使用状況の年平均値を以下に示す。 

 

表Ⅱ－４．基準期間における資源等の年平均使用状況 

基準期間の
年平均値

単位

紙類 用紙類 23,254 千枚
外注印刷物 33,831 千枚
感熱紙 394 千枚
封筒 1,389 千枚
合計 58,868 千枚

水道 454,821 m3

ごみ類 可燃ごみ 261,727 kg
不燃ごみ 91,488 kg
合計 353,215 kg

項　　目

 

※紙類使用量は全てＡ４換算値である。 

※ごみ類について、袋数のみ記入されていて重量が不明なものは、袋数・重量ともに記入があるものの

平均値を用いた。 
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Ⅲ 温室効果ガス排出量の削減目標 

温室効果ガスの排出等に寄与する各取り組み項目にも目標を設定し、環境への負荷の低減を

推進する。 

 

１  温室効果ガス総排出量の削減目標 

取り組み項目 平 成 22 年 度 目 標 

温室効果ガス総排出量 ３％削減（基準値：平成 13 年度～16 年度の平均値比） 

 

 

 

図Ⅲ－１．温室効果ガス総排出量の削減目標 

 

 

 

基準値           平成 22 年度 

13,921 

(t-CO2) 

13,503 

(t-CO2) 

３％削減
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２  温室効果ガスの抑制等に関する個別目標 

 

取り組み項目 平 成 22 年 度 目 標 

（１）電力使用 
従量電力使用量５％削減 

※定額電力等は対象外（但し温室効果ガス総排出量には含む） 

（２）燃料使用（公用車除く） 
燃料使用量３％削減 

（都市ガス・灯油・LPG・ガソリン・軽油など全体で） 

（３）公用車使用 
車両燃料使用量５％削減（ガソリン・軽油・天然ガス） 

走行距離５％削減 

（４）紙使用 紙類使用量３％削減 

（５）ごみの排出 市施設から排出されるごみ（可燃・不燃）３％削減 

（６）水使用 水使用量３％削減 

 

 

平成 22 年度目標 
取 組 項 目 

基準期間 

排出量（t-CO2） 削減率 削減量（t-CO2）

平成 22 年度 

排出量（t-CO2） 

従量電力の使用 9,619 5 ％ 481 9,138 

定額電力の使用 1,612 －19 ％ －306 1,918 

燃料の使用 1,583 3 ％ 47 1,536 

公用車の燃料 652 5 ％ 33 619 

公用車の走行 15 5 ％ 1 14 

フロン類 33 0 ％ 0 33 

下水処理量 63 －7.6 ％ －5 68 

汚泥焼却量 344 48.6 ％ 167 177 

合   計 13,921 3 ％ 418 13,503 
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Ⅳ 具体的な取り組み 

 

取り組み（１） 電力使用 

目標 従量電力使用量５％削減 

・パソコンなどのＯＡ機器を使用しないときは省電力モードにし、長時間使用しない場合

は電源をＯＦＦにする。 

・残業時には必要な箇所のみの照明とする。 

・廊下、階段などは自然光を活用し、必要な箇所のみ点灯する。 

・不要な照明は消し、昼休みは必要な箇所以外すべて消灯する。 

・照明機器は定期的に清掃する。 

・冷暖房の適正運転を図る。また、フィルターの清掃を定期的に行う。 

・省エネルギー対策強化月間を設ける。（ノーネクタイやカジュアルな服装など） 

・長期間使用しない機器類のプラグをコンセントから抜く。 

・蛍光灯やエアコン、冷蔵庫、ＯＡ機器など新たに電気製品を購入する場合、省エネルギ

ー型の商品を優先的に選択する。 

・太陽光発電など新エネルギーを利用したシステムの導入を検討する。 

 

 

 

 

【基準期間の従量電気使用量】 

・2,505 万 kWh ⇒ 9,619 t-CO2 

【取り組み効果例】 

・パソコンの電源を１日 1 時間ＯＦＦにすると 1 年間で 14 kg-CO2 削減 

（消費電力 150W、年間稼働日数 250 日で算出） 

・蛍光灯を 1 日 1 時間消すと 1 年間で 4 kg-CO2 削減 

（消費電力 40W、年間稼働日数 250 日で算出） 

・冷房の温度を１℃高く、暖房の温度を１℃低く設定すると 1 年間で 31 kg-CO2 削減 

（出典：環境省「一人ひとりの地球温暖化対策」） 

【今後の課題】 

・ＢＥＭＳ（ビルエネルギーマネジメントシステム）導入による電力使用状況の管理と適正使用 
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取り組み（２） 燃料使用（公用車を除く） 

目標 燃料使用量３％削減 

・夏季はカーテンやブラインドにより日射を遮り、冬季は自然光を取り入れ、空調効率を

高める。 

・ガス給湯器は目的に合わせ低温で使用する。（目安として 30℃） 

・冷暖房の適正運転を図る。 

・ボイラーなどの燃焼設備は定期的な点検を行い、燃焼効率などの性能維持に努める。 

・燃焼設備を更新する場合、エネルギー効率が高い省エネルギー型の設備を選択する。 

・コージェネレーションシステムや蓄熱式空調システムの導入などを検討する。 

・燃焼設備等からの廃熱などの未利用エネルギーの利用を検討する。 

 

 

 

 

【基準期間の燃料使用量】 

・A 重油 0.5 kl ⇒ 1.2 t-CO2 

・灯油 183 kl ⇒ 462 t-CO2 

・ガソリン 0.08 kl ⇒ 0.2 t-CO2 

・軽油 0.09 kl ⇒ 0.2 t-CO2 

・都市ガス 395,935 m3 ⇒ 867 t-CO2
 

・液化石油ガス（LPG） 76 t ⇒ 229 t-CO2 

【取り組み効果例】 

・石油ファンヒーターの使用を 1 日 1 時間減らすと１年間で 65 kg-CO2 削減 

（燃料消費量 0.3 l/h、年間稼働日数 86 日で算出） 

・給湯器からのお湯の設定温度は、目的に合わせて調整すると 1 年間で 28 kg-CO2 削減 

出典：省エネルギーセンター「ライフスタイルチェック２５」 

【用語解説】 

・コージェネレーションシステム：発電と同時に発生した排熱を温水や蒸気の形で回収し、 

給湯や冷暖房など低温で使用できる用途に利用するシステム 

・蓄熱式空調システム：需要の少ない夜間の電力を利用して湯を沸かしたり、氷を作り、 

その熱エネルギーを昼間に冷暖房などに利用するシステム（エコアイスなど） 
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取り組み（３） 公用車使用 

目標 
車両燃料使用量５％削減 

走行距離５％削減 

・公用車の効率的な運用を図る。 

・出張時における公共交通機関の利用に努める。 

・近距離移動時は徒歩移動を励行する。 

・急発進、急加速、空ぶかしの抑制やアイドリングストップを徹底する。 

・エアコンの利用は設定温度の最適化に努める。 

・公用車の購入は、燃費効率が高く環境負荷の少ない自動車への切り替えに努める。 

（例：軽自動車・ハイブリッド車・天然ガス自動車など） 

・給油時にタイヤの空気圧等を点検し、整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準期間の公用車使用量】 

・ガソリン 118 kl ⇒ 279 t-CO2 

・ガソリン 1 kl（二輪車） ⇒ 2 t-CO2 

・軽油 99 kl ⇒ 261 t-CO2 

・天然ガス 49,945 m3 ⇒ 109 t-CO2
 

【取り組み効果例】 

・自動車の利用を週２日往復８km 減らすと１年間で 185 kg-CO2 削減 

出典：環境省「一人ひとりの地球温暖化対策」 

・１日５分間のアイドリングストップを行うと 1 年間で 39 kg-CO2 削減 

出典：環境省「一人ひとりの地球温暖化対策」 

・急発進・急加速、急ブレーキをせず、減速もエンジンブレーキを活用すると１年間で 101 kg-CO2 削減 

出典：省エネルギーセンター「スマートドライブ」 

【用語解説】 

・ハイブリッド車：複数の動力源を組み合わせて低公害化や省エネルギー化を図った自動車 

・天然ガス車：家庭に供給されている都市ガスの原料でもある天然ガスを燃料として走る自動車 

天然ガスは、硫黄分などの不純物を含まないクリーンなエネルギーであり、黒煙は殆ど排出されない 

【今後の課題】 

・公用車の購入は、燃費効率が高く環境負荷の少ない自動車への切り替えに努める。 
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取り組み（４） 紙使用 

目標 紙類使用量３％削減 

・両面コピーや両面印刷を徹底する。 

・ミスコピー用紙の裏面利用やメモ用紙などの利用に努める。 

・資料は個人で持たず、部や課単位で共有する。 

・内部連絡にはできる限り封筒を使わず、使用する場合は、使用済みの封筒を利用する。

・新しいフォルダーやファイルなどはできる限り使用せず、古いものを繰返し使う。 

・Ｅメールなどを活用し、ペーパーレス化を図る。 

・コピー用紙は再生紙使用 100％のものを購入、使用する。 

（目安：古紙配合率 100％，白色度 70％） 

・紙ごみの分別を徹底し、再生利用可能な紙ごみはリサイクルにまわす。 

・事務手続きなどの資料の簡素化に努める。 

・会議資料は簡素化を図り、必要最低限の枚数とする。 

 

 

取り組み（５） ごみの排出 

目標 市施設から排出されるごみ（可燃・不燃）３％削減 

・使い捨て容器の利用は控えるなど、ごみの減量に努める。 

・ペットボトルなどの利用は控え、プラスチックごみの減量に努める。 

・会議などでの飲料用容器は紙コップやペットボトル商品を使用せず、繰り返し使用可能

なものを利用する。 

・ごみを細かく分別可能な分別ボックスを設置し、分別ルールに従い分別の徹底を図る。

・リユースやリサイクル可能な製品の購入に努める。 

・食堂の生ごみの堆肥化など、生ごみの減量・資源化を図る。 

・コピー機やプリンターなどのカートリッジは業者回収を徹底し、リサイクルに努める。

・納品時にごみとなるような過剰包装は断る。 
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取り組み（６） 水使用 

目標 水使用量３％削減 

・蛇口のこまめな止栓、トイレの二度流しの自粛など、日常的な節水に努める。 

・洗車時は、ホースを使わずバケツを利用するよう努める。 

・水道水圧の調節やトイレ用水の水量調節により節水に努める。 

・手洗い器や便器の自動水洗設備など、節水型機器の導入を検討する。 

・雨水の貯留施設を利用した水循環設備などの設置の導入を検討する。 

・漏水の点検を徹底する。 

 

取り組み（７） フロン類の適正管理と処理 

目標 フロン類の回収・適正処理の徹底 

・これまでと同様に冷蔵庫、エアコン、カーエアコンなどフロンが封入された製品を廃棄

するときは、適正な処理業者に引き渡し、フロン類の回収と処理の徹底を図る。 

 

取り組み（８） グリーン購入 

目標 宇治市グリーン調達指針の推進 

・宇治市グリーン調達指針に沿った環境に配慮した物品調達を行う。 

・事務用品などの消耗品は必要最低限の量の購入に努める。 

・事務用品などの消耗品を購入する場合、「グリーン購入ガイド」を参照する。ガイドに記

載された以外の物品購入にあたっては、エコマーク、グリーンマークなどのついた環境

配慮型商品を優先的に選択する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【環境に配慮した商品を示すラベル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境への負荷が少

なく、環境保全に役

立つと認定された

商品に表示 

古紙を再生利用し

た商品に表示 

再生紙を使用

し て い る 紙 商

品 に 表 示 。 数

字は古紙配合

率を示す 

待機電力を抑

制したＯＡ機器

に表示 
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取り組み（９） 緑化の推進 

目標 市施設における緑化の推進 

・敷地の緑化に努める。 

・建築物の緑化の推進に努める。 

 

 

取り組み（10） 公共事業における環境配慮 

目標 

宇治市公共工事環境配慮指針の推進 

計画段階からの環境配慮の推進 

廃棄物の発生排出抑制の推進 

廃棄物のリサイクルと適正処理の推進 

・宇治市公共工事環境配慮指針に沿って、環境に配慮した計画・設計及び監督業務・施工

管理を実施する。 

・基本構想や基本計画・基本設計などから環境への負荷の少ない事業推進を図る。 

・環境に配慮した工事標準仕様書などを作成する。 

・アスファルト塊、コンクリート塊などの建築資材の再利用のさらなる徹底化を図る。 

・建設発生土の盛土などへの利用など、さらなる再利用に努める。 

・高炉セメント、灰溶融スラグ、再生路盤材などのさらなる利用に努める。 

・合理的な工法や低騒音、低振動、粉じん発生の少ない工法のさらなる徹底化を図る。 

・低公害型建設機器や低公害車両の使用の指導に努める。 

・マニフェストによる建設廃棄物処理状況の確認のさらなる徹底化を図る。 
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Ⅴ 計画の推進と点検 

１  推進体制 

本計画の推進にあたっては、ISO14001 で構築されている体制と統合的に行う。なお ISO14001

の適用対象区域に含まれない施設については、これに準じるものとする。 

 

（１） 環境マネジメントシステム 

宇治市は、環境の保全及び改善活動の推進を効果

的かつ着実に行うために、環境マネジメントシステ

ム（図Ⅴ－１）を確立している。 

 

 

 

（２） 推進体制 

宇治市が導入している ISO14001 環境マネジメント運用体制をベースに、市本庁舎以外の施設

を加えて本計画の推進体制とする。 

統括推進員
（所属長）

環境推進員

各課（室）
職員

構成員

統括推進員
（所属長）

環境推進員

各課（室）
職員

構成員

統括推進員
（所属長）

環境推進員

各課（室）
職員

構成員

統括推進員
（所属長）

環境推進員

各課（室）
職員

構成員

市本庁舎（本館、西館、議会棟） 庁外施設

統括責任者：市長

環境管理推進本部
内部環境監査チーム

環境管理責任者 環境管理事務局

環境管理部会

 

図Ⅴ－２．実行計画推進体制 

ISO14001 対象区域 

計　画

実施及び運用点　　検

マネジメント
レビュー

「継続的改善」 PlanAct

Check Do

図Ⅴ－１．環境マネジメントシステム 
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（３） 各主体の役割 

各主体の役割を以下に示す。 

主 体 役 割 

統括責任者 

・環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、改善するために不可欠な

資源を確実に利用できるようにする。資源には、人的資源及び専門的な技能、組織

のインフラストラクチャー、技術、並びに資金を含む。 

環境管理推進本部 
・環境マネジメントシステム及び宇治市地球温暖化対策実行計画に係る諸施策の立

案・推進等総合的な調整。 

内部環境監査チーム ・監査の実施によりシステムが適切に実施されているか否か評価する。 

環境管理責任者 
・環境マネジメントシステム及び宇治市地球温暖化対策実行計画の要求事項を確立

し、実施し、維持する。 

環境管理事務局 
・環境管理責任者の指示により環境マネジメントシステム及び宇治市地球温暖化対

策実行計画に関する事務を行う。 

環境管理部会 
・環境マネジメントシステム及び宇治市地球温暖化対策実行計画に係る実行部門間

の連絡調整を行う。 

統括推進員 
・統括推進員を補助する環境推進員と共に、各課（室）における環境活動の実施状

況を把握・管理する。 

各課(室)職員 構成員 ・温室効果ガス排出量削減の為の取り組みを行う。 

 

 

２  職員に対する研修等 

ISO14001 サイト内においては、実行計画を適切に運用するため職員及び構成員に対して研修

を実施する。なお、本研修は環境マネジメントシステムの研修と統合して実施する。宇治市が

実施する環境研修の内容を以下に示す。また ISO14001 サイト外施設職員に対しても「地球環境

だより」等で啓発を行う。 

研修区分 内  容 実施者 研修対象者 実施頻度 

管
理
職
研
修

環境管理

責任者 

各統括推進

員 
年１回 基

本
（
自
覚
）
研
修 

一
般
研
修 

①環境マネジメントシステムの概要 

 ・環境マネジメントシステムとは 

 ・システムを運用する事の重要性 

②市のＥＭＳ組織体制 

③環境方針の理解 

④市の事業活動による著しい環境影響 

⑤環境マネジメントマニュアルの理解 

 ※管理職研修においては、以上の項目に「目標達

成」「説明責任」を加える。 

各統括推

進員 

一般職員 

及び 

構成員 

年１回 

（但し新入

職員には新

採研修時）

①著しい環境側面に関する目的・目標及び環境実施

計画の理解 手順（訓練） 

研修 ②実施すべき手順書の内容の理解（必要な場合は実

施訓練を伴う） 

各統括推

進員 

環境実施計
画及び手順
書の担当職
員及び構成

員 

１回以上／

年度 

内部監査員に必要な力量 
環境管理

責任者 

内部監査候

補者 

必要に応じ

て実施 専門（力量） 

研修 法律を充足させるための資格を取得するために必

要な力量 

環境管理

責任者 

法定の管理

責任者 

必要に応じ

て実施 
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３  実施状況の点検・評価 

（１） 各所属における日常的な点検・評価 

統括推進員（所属長）は、環境推進員と共に各所属における日常的な取り組みの点検・評価

を行い、「地球温暖化対策実行計画実施状況点検表」及び「温室効果ガス実態把握調査票」を毎

月記入し、結果を環境管理責任者に報告する。 

 

（２） 全庁的な進捗状況の点検・評価 

環境管理責任者は、統括推進員より報告を受けた点検表及び調査票から、全庁的な活動に係

る数量的な把握を行う。その結果に基づき、環境管理責任者は全庁的な進捗状況の点検・評価

を行う。 

 

 

４  マネジメントレビュー（市長による見直し） 

実行計画の適切性・妥当性・有効性の継続を確実にするために、統括責任者（市長）による

定期的な見直しを実施する。以下にその手順を示す。 

項  目 担 当・内 容 

事前準備 
環境管理責任者は見直し参考事項の資料を準備し、環境管理推進本部

に提出する。 

↓  

審議 
環境管理推進本部は見直し参考資料を確認し、必要に応じて統括責任

者（市長）に意見を伝える。 

↓  

見直し 

統括責任者（市長）は「マネジメントレビュー（市長による見直し）

結果記録」に方針、目的、環境マネジメントシステムのその他の要素

について変更を記入して承認する。 

↓  

通知・対応 
環境管理責任者は統括責任者（市長）による見直し結果を統括推進員

に通知するとともに、これに対応する。 

 

 

５  結果の公表 

本計画の実施状況を毎年度公表する。公表時期は前年度の温室効果ガス排出量を算定できた時

点とする。「宇治市の環境」による公表を基本とするが、市政だより、宇治市ホームページ等にも

掲載する。 
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資－1 

資料－１ 第１期計画の評価 

 

宇治市では第１期計画の目標達成に向けて取り組みを行ってきたが、目標達成は困難と思わ

れる。各種削減の為の取り組みを実施してきたが、市民からの行政サービスに対する要求の高

まりに伴い、温室効果ガス排出量の増加を招いている。本資料では、第１期計画の評価を行い

課題を明らかにするとともに、今後の削減目標達成の為の取り組みについて検討する。 

 

Ⅰ 第１期計画の温室効果ガス排出量等の状況 

１  温室効果ガス排出量の状況 

本市の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量の主な結果を以下に示す。平成 11 年度における

温室効果ガス総排出量（二酸化炭素換算値）は 13,437 t-CO2であったが、平成 16年度には 13,922 

t-CO2となり、485 t-CO2の増加となった（11 年度比 3.6％増）。この増加量は一般家庭の約 80

世帯の温室効果ガス排出量１年分に相当する。 

平成 16 年度の温室効果ガス排出量を活動別にみると、電気の使用が 83％、燃料の使用が 11％

を占めた。また、ガス種別にみると、二酸化炭素が 98.6％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 資Ⅰ－１．温室効果ガス総排出量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 資Ⅰ－２．活動別温室効果ガス排出量(H16)  図 資Ⅰ－３．ガス種別温室効果ガス総排出量(H16) 
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Ⅱ 第１期計画目標の達成状況 

１  温室効果ガス総排出量に関する削減目標の達成状況 

市の事務・事業に係る温室効果ガス総排出量を平成１７年度までに平成１１年度比

３％削減とする。 

平成１１年度 削減量 平成１７年度 
目標 

13,437,044kg-CO2 403,111kg-CO2 13,033,933kg-CO2 

 

表 資Ⅱ－１．温室効果ガス総排出量実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

総排出量(kg-CO2)  13,437,044 13,838,758 14,139,045 13,785,969 13,921,943 

11 年度比 － +3.0% +5.2% +2.6% +3.6% 

平成 13 年度～16 年度の総排出量は、基準年度に比べ増加していた。数値目標達成（３％削

減）は困難であると考えられる。 

 

２  温室効果ガスの抑制等に関する個別目標の達成状況 

（１） 電力使用量の削減 

市の事務・事業に係る電力使用量を平成１７年度までに平成１１年度比３％削減と

する。 

平成１１年度 削減量 平成１７年度 
目標 

27,668,061kWh 830,042kWh 26,838,019kWh 

 

表 資Ⅱ－２．電力使用量実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

使用量(kWh) 27,668,061 28,713,120 29,220,456 29,101,023 29,954,984 

11 年度比 － +3.8% +5.6% +5.2% +8.3% 

毎年電力使用量は増加している。数値目標達成（３％削減）は困難であると考えられる。 

 

（２） 燃料使用量の削減 

市の事務・事業に係る都市ガス使用量を平成１７年度までに平成１１年度比３％削

減とする。また、市の公用車に係る燃料使用量を平成１７年度までに平成１１年度

比５％削減とする。 

平成１１年度 削減量 平成１７年度 

371,601 ㎥ 11,148 ㎥ 360,453 ㎥ 

 

 

目標 

 

都市ｶﾞｽ 

公用車 673,612kg-CO2 33,681kg-CO2 639,931kg-CO2 

注：目標では公用車の指標を燃料使用量としているが、軽油から天然ガスへのシフトがあるために、こ

こでは温室効果ガス排出量を指標とする。 
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表 資Ⅱ－３．都市ガス使用量実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

使用量(㎥) 374,781 407,612 413,520 457,023 505,363 

11 年度比 － +8.8% +10.3% +21.9% +34.8% 

市が保有する公用車の低公害化のため天然ガス車の導入を進めた結果、都市ガス使用量は増

加している。現状では数値目標達成（３％削減）は困難であると考えられる。 

 

表 資Ⅱ－４．公用車燃料使用量実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

排出量(kg-CO2)  673,612 662,415 651,696 643,674 648,980 

11 年度比 － -1.7% -3.3% -4.4% -3.7% 

今後も低公害車・低燃費車の積極的な導入と、エコドライブの心掛け等の推進により、数値

目標達成（５％削減）は可能であると考えられる。 

 

（３） 低公害車・低燃費車の導入 

公用車の新規購入にあたっては、低公害車・低燃費車を積極的に導入するものと

し、平成１７年度までに、市の公用車の５％以上を低公害車とする。 

平成１１年度 平成１７年度 
目標 

１．７％ ５％以上 

 

表 資Ⅱ－５．低公害車導入実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

公用車数(台) 291 294 299 308 320 

低公害車数(台) 5 13 16 21 27 

比率 1.7% 4.4% 5.4% 6.8% 8.4% 

平成 14 年度で目標は達成できた。 

 

（４） 紙類使用量の削減 

市の事務・事業に係る紙類使用量を平成１７年度までに平成１１年度比５％削減と

する。 

平成１１年度 削減量 平成１７年度 
目標 

7,291 万枚 365 万枚 6,926 万枚 

 

表 資Ⅱ－６．紙類使用量実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

使用量(万枚) 7,291 5,765 5,554 5,528 6,701 

11 年度比 － -20.9% -23.8% -24.2% -8.1% 

平成 13 年度～16 年度において、目標は達成できた。 

 



 

資－4 

（５） 水使用量の削減 

市の事務・事業に係る水使用量を平成１７年度までに平成１１年度比３％削減とす

る。 

平成１１年度 削減量 平成１７年度 
目標 

485,118 ㎥ 14,554 ㎥ 470,564 ㎥ 

 

表 資Ⅱ－７．水使用量実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

使用量(㎥) 485,118 441,543 468,139 465,797 443,805 

11 年度比 － -9.0% -3.5% -4.0% -8.5% 

平成 13 年度～16 年度で目標は達成できた。 

 

（６） 廃棄物排出量の削減 

可燃ごみにおける紙ごみの低減をめざして分別を徹底し、市の事務・事業に係る可

燃ごみ排出量を平成１７年度までに平成１１年度比５％削減とする。 

平成１１年度 削減量 平成１７年度 
目標 

332ｔ 17ｔ 315ｔ 

 

表 資Ⅱ－８．可燃ごみ排出量実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

排出量(t) 332 301 254 253 239 

11 年度比 － -9.3% -23.5% -23.8% -28.0% 

平成 13 年度～16 年度で目標は達成できた。 
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Ⅲ 主要施設の温室効果ガス排出量 

主要な施設における電力使用量と、温室効果ガス排出量を以下に示す。これらの主要施設で

電力使用量の 88％、温室効果ガス総排出量の 81％を占めている（平成 16 年度）。ここでは、各

施設の増減の要因を明らかにし、今後の対策の方向性を検討する。 

 

表 資Ⅲ－１．主要施設の温室効果ガス排出量等 

対11年度比 対11年度比 対11年度比

11年度 323 (11.7) － 1,242 (9.6) － 1,242 (9.2) －
13年度 391 (13.6) +21.1% 1,501 (11.3) +20.9% 1,501 (10.8) +20.9%
14年度 407 (13.9) +26.0% 1,563 (11.6) +25.8% 1,563 (11.1) +25.8%
15年度 417 (14.3) +29.1% 1,601 (12.0) +28.9% 1,601 (11.6) +28.9%
16年度 429 (14.3) +32.8% 1,646 (12.0) +32.5% 1,646 (11.8) +32.5%
11年度 265 (9.6) － 1,018 (7.9) － 1,448 (10.8) －
13年度 314 (10.9) +18.5% 1,208 (9.1) +18.7% 1,759 (12.7) +21.5%
14年度 326 (11.2) +23.0% 1,251 (9.3) +22.9% 1,877 (13.3) +29.6%
15年度 330 (11.3) +24.5% 1,266 (9.5) +24.4% 1,589 (11.5) +9.7%
16年度 346 (11.6) +30.6% 1,329 (9.7) +30.6% 1,454 (10.4) +0.4%
11年度 1,071 (38.7) － 4,114 (31.8) － 4,114 (30.6) －
13年度 1,031 (35.9) -3.7% 3,959 (29.9) -3.8% 3,959 (28.6) -3.8%
14年度 1,020 (34.9) -4.8% 3,917 (29.1) -4.8% 3,917 (27.7) -4.8%
15年度 994 (34.2) -7.2% 3,816 (28.6) -7.2% 3,816 (27.7) -7.2%
16年度 999 (33.4) -6.7% 3,837 (28.0) -6.7% 3,837 (27.6) -6.7%
11年度 371 (13.4) － 2,426 (18.7) － 2,426 (18.1) －
13年度 411 (14.3) +10.8% 2,431 (18.4) +0.2% 2,431 (17.6) +0.2%
14年度 438 (15.0) +18.1% 2,592 (19.3) +6.8% 2,592 (18.3) +6.8%
15年度 441 (15.2) +18.9% 2,528 (18.9) +4.2% 2,528 (18.3) +4.2%
16年度 452 (15.1) +21.8% 2,545 (18.5) +4.9% 2,545 (18.3) +4.9%
11年度 167 (6.0) － 647 (5.0) － 647 (4.8) －
13年度 171 (6.0) +2.4% 664 (5.0) +2.6% 664 (4.8) +2.6%
14年度 163 (5.6) -2.4% 632 (4.7) -2.3% 632 (4.5) -2.3%
15年度 142 (4.9) -15.0% 551 (4.1) -14.8% 551 (4.0) -14.8%
16年度 137 (4.6) -18.0% 531 (3.9) -17.9% 531 (3.8) -17.9%
11年度 243 (8.8) － 1,256 (9.7) － 1,266 (9.4) －
13年度 240 (8.4) -1.2% 1,222 (9.2) -2.7% 1,231 (8.9) -2.8%
14年度 257 (8.8) +5.8% 1,295 (9.6) +3.1% 1,305 (9.2) +3.1%
15年度 248 (8.5) +2.1% 1,212 (9.1) -3.5% 1,221 (8.9) -3.6%
16年度 261 (8.7) +7.4% 1,288 (9.4) +2.5% 1,298 (9.3) +2.5%
11年度 2,440 (88.2) － 10,703 (82.6) － 11,143 (82.9) －
13年度 2,558 (89.1) +4.8% 10,985 (83.0) +2.6% 11,545 (83.4) +3.6%
14年度 2,611 (89.4) +7.0% 11,250 (83.6) +5.1% 11,886 (84.1) +6.7%
15年度 2,572 (88.4) +5.4% 10,974 (82.2) +2.5% 11,306 (82.0) +1.5%
16年度 2,624 (87.6) +7.5% 11,176 (81.4) +4.4% 11,311 (81.2) +1.5%

教育関連施設
[公民館等]

市庁舎

小計

市道街灯

下水道
[浄化センター]

上水道
[浄水場､ﾎﾟﾝﾌﾟ場等]

小･中学校､幼稚園
[35カ所分]

使用量（万kWh） 排出量（t-C02） 排出量（t-C02）
電力使用量 ＣＯ２排出量 温室効果ガス排出量

 
注：（ ）内は全体に対する割合 
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１  市道街灯 

（１） 傾向及び増減要因 

 温室効果ガス排出量は、年々増加している。 

 街灯数の増加に伴い電力使用量が増加した。 

表 資Ⅲ－２．市道街灯実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

公衆街路灯契約口数 － 13,714 14,050 14,373 14,529 

従量電力(kWh) 0 279,780 292,147 334,343 341,093 

定額電力(kWh) 3,223,396 3,628,682 3,779,249 3,835,724 3,944,817 

※GHG(kg-CO2) 1,241,624 1,500,849 1,563,416 1,601,306 1,645,792 

※：温室効果ガス(Green House Gases) 

 

（２） 対策の方向性 

市民の安全で快適な生活に街灯は不可欠であり、今後も増加する傾向にある。 

 

 

２  下水道（志津川浄化センター、東宇治浄化センター） 

（１） 傾向及び増減要因（志津川浄化センター） 

 平成 14 年度以降、下水処理量及び温室効果ガス排出量の大きな増減傾向はみられない。 

 汚泥焼却は行っていない。 

 

表 資Ⅲ－３－１．志津川浄化センター実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

下水処理量(㎥) 0 100 26,610 29,058 28,940 

電気使用による(kg-CO2) 73,986 62,802 59,126 58,255 58,996 

燃料使用による(kg-CO2) 0 10 0 0 0 

下水処理による(kg-CO2) 0 1 325 355 354 

GHG(kg-CO2) 73,986 62,813 59,451 58,611 59,350 

 

（２） 傾向及び増減要因（東宇治浄化センター） 

 下水処理量は増加に伴い、平成 14 年度までは温室効果ガス排出量も増加していたが、

平成 15 年度には減少に転じた。 

 下水処理区域拡大に伴い下水処理量が増加した。 

 平成 12 年 8 月より処理施設増加（処理池２池増設）。 

 平成 15 年度に下水処理量は増加しているが温室効果ガス排出量が減少していたこと

は、汚泥焼却量の減少（H14:1,984t→H15：914t H16：213t）による。 

 脱水汚泥のリサイクル（セメント等に利用）により、汚泥焼却量は減少した。 
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表 資Ⅲ－３－２．東宇治浄化センター実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

下水処理量(㎥) 4,091,000 5,041,255 5,065,164 5,124,136 5,234,156 

11 年度比 － +23.2% +23.8% +25.3% +27.9% 

汚泥発生量(t) 1,336 1,721 1,984 1,787 2,198 

汚泥焼却量(t) 1,336 1,721 1,984 914 213 

消化ｶﾞｽ発生量(㎥) 275,800 237,554 255,575 320,025 335,443 

電気使用による(kg-CO2) 943,657 1,142,186 1,191,533 1,207,964 1,270,188 

燃料使用による(kg-CO2) 228 2,563 126 189 54 

下水処理による(kg-CO2) 50,017 61,635 61,929 62,649 63,994 

汚泥焼却による(kg-CO2) 379,965 489,461 564,259 259,944 60,579 

GHG(kg-CO2) 1,373,867 1,695,845 1,817,847 1,530,748 1,394,814 

 

（３） 対策の方向性 

快適な市民生活の為に下水道普及率は今後も上昇し、それに伴い下水処理量、つまり温

室効果ガス排出量は増加する。下水処理施設の設備の中で省エネ仕様に変更可能な施設を

更新する。 

 超微細気泡散気装置①を導入する。なお、現在増設中の７・８号池に導入予定。 

 汚泥焼却量を減少させるために、脱水汚泥の再利用を推進する（将来的には 7 割を再

資源化予定）。 

 機器施設の耐震・改築診断を行い、改築更新計画を策定予定。 

 

 

                             
① 従来の散気装置より酸素溶解効率が高く、送風量がおさえられ消費電力が減る。 
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３  宇治市上水道 （笠取簡易水道・池尾飲料水供給施設は含まない） 

（１） 傾向及び増減要因 

 給水人口は毎年少しずつではあるが伸びている。最近は少子高齢化や節水意識の向上、

さらには各家庭で使用される洗濯機・食器洗浄機などの家庭電化製品の節水機器の普及

により、水需要は減少傾向が続いている。 

 老朽管の更新、下水道工事に伴う配水管改良工事及び給配水管の維持管理により、平

成 16 年度の有効率は 92.5％と高くなっているが、安定供給のためには水道施設全般の

適切な維持管理を、一層推進する必要がある。 

 

表 資Ⅲ－４．宇治市上水道実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

総配水量(㎥) 24,556,160 23,935,857 23,507,961 23,336,955 23,267,175 

11 年度比 － -2.5% -4.2% -5.0% -5.2% 

府営水配水量(㎥) 16,090,452 15,682,049 15,518,997 15,502,551 15,405,198 

給水人口(人) 189,478 188,355 188,627 189,399 190,019 

一人一日使用水量(ℓ) 355 348 341 337 335 

有効率 92.6% 92.0% 91.6% 92.0% 92.5% 

有収率 92.05 91.5% 91.2% 91.6% 92.1% 

宇治浄水場 
GHG(kg-CO2) 

1,632,407 1,505,264 1,431,783 1,373,922 1,361,068 

その他浄水場 
GHG(kg-CO2) 

630,466 841,168 869,182 829,610 842,282 

配水池･ﾎﾟﾝﾌﾟ場 
GHG(kg-CO2) 

1,850,844 1,568,323 1,574,844 1,571,813 1,587,179 

計(kg-CO2) 4,113,717 3,914,755 3,875,809 3,775,345 3,790,529 

 

（２） 対策の方向性 

温室効果ガス排出量が減少しているとはいえ、電力使用量で市全体の 34％（H16 年度）、

温室効果ガス排出量で同じく 28％を占めており、上水道施設に対する対策は、宇治市の温室

効果ガス排出量を削減させるための役割は大きい。 

総配水量の抑制を今後も図ると共に、上水道施設の設備（特にポンプ類）の省エネ化を目

指す。 

 市民に対する節水の呼び掛けを強化し、市民一人ひとりの使用量削減に努める。 

 給配水管の維持管理を適切に行い、有効率の向上に努める。 

 給配水計画の見直し時に、給配水区域及び給配水の効率的な通水を検討し、ポンプ場

への負荷を減らす。 

 浄水センター・ポンプ場における揚水管の適切な更新や、ポンプ設備へのインバータ

ー設置及び二重ケーシング方式を採用し、ポンプ場に負荷をかけない方策を検討する。 

 良質・豊富な水源の確保に努める。 
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４  小・中学校、幼稚園 

（１） 傾向及び増減要因 

 児童生徒数は昭和 60 年をピークに平成 16 年度まで減少を続け、平成 17 年度から若干

増加するが、再び減少に転じると予想されている（資料：宇治市学校規模適正化検討懇

談会答申）。 

 電力使用量は年々増加しているが、電力使用量の伸びと温室効果ガス排出量の伸びは

比例していない。これは燃料使用量が平成 11 年度の値に対して減少しているからである。 

 電力使用量の増加は、パソコン等の導入による電子機器の増加（平成 11 年 9 月に市内

各中学校に 42 台のコンピュータ導入。12 年度より本格稼働）によると考えられる。 

 

表 資Ⅲ－５．小・中学校、幼稚園実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

燃料に起因する温室効

果ｶﾞｽ排出量(t-CO2) 
1,001 851 910 855 810 

11 年度比 － -15.0% -9.1% -14.6% -19.1 

電力使用量(万 kWh) 371 411 438 441 452 

GHG(t-CO2) 2,426 2,431 2,592 2,528 2,545 

 

（２） 対策の方向性 

電子機器の整備はほぼ終了し、今後、節電を進めてゆく必要がある。 

燃料使用の多くは冬期（11 月～3 月）の暖房に用いられているため、こまめな温度管理に 

より学業に支障のない範囲で、燃料使用を抑制する。 

 学校版 ISO14001 の導入を図る。 

 暖房のこまめな温度管理で燃料使用を抑制する。 

 環境教育を充実させ、児童生徒への啓発を図る。 
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５  教育関連施設 

（１） 傾向及び増減要因 

 温室効果ガス排出量は、平成 13 年度では基準年度に対して増加したが、その後減少に

転じている。 

 温室効果ガスのほとんどが電力使用によるものである。 

 

表 資Ⅲ－６．教育関連施設実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

電力使用量(kWh) 1,670,329 1,714,328 1,630,102 1,423,044 1,370,952 

GHG(kg-CO2) 647,022 664,136 632,110 551,340 531,000 

 

（２） 対策の方向性 

建築物に対する省エネ施策を導入する。 

 既存施設の適正な運用管理の徹底を図る。 

 グリーン診断・改修②を推進する。 

 ＥＳＣＯ③を活用した省エネルギー機器・設備の導入等を検討する。 

 建築物周辺に植栽をバランス良く配置し、日除け、通風を良くするなど、電力機器に

頼らない工夫をする。 

 

 

６  市庁舎 

（１） 傾向及び増減要因 

 温室効果ガス排出量、電気使用量、燃料使用量、ガス機関燃料使用量ともに、増加傾

向にある。 

 平成 15 年度は冷夏かつ暖冬であったため、ガス機関での都市ガス使用量が減少したと

考えられる。 

 平成 13 年度に庁舎屋上に太陽光発電装置（年間発電量約 29,000kWh）を設置した。発

電量は一般家庭約 6世帯が使う電力に相当する。 

 サーバー、クライアントパソコン等の増設・充実による電子機器の増加により、他で

節電に心掛けても電力使用量の微増となっている。 

                             
② 既存官庁施設の環境性能を把握するための診断。改修計画から改修工事、運用、廃棄に至るまでのライフサイ

クルを通じた、環境負荷の低減化を図る改修。 
③ 包括的な省エネルギーサービスを提供する事業である Energy Service Company の略。ESCO の経費をその顧客の

省エネルギーメリットの一部から受取ることが特徴である。温暖化対策にも寄与する新しい環境産業として注目

を浴びている。 
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表 資Ⅲ－７．市庁舎実績 

 H11 年度 H13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 

電力使用量(kWh) 2,434,668 2,397,149 2,572,003 2,479,023 2,608,218 

燃料使用量 

都市ｶﾞｽ(㎥) 
146,405 137,480 140,213 118,926 130,680 

ガス機関 

都市ｶﾞｽ(㎥) 
119,702 113,871 113,971 95,404 109,068 

GHG(kg-CO2) 1,266,281 1,231,841 1,304,980 1,221,100 1,297,599 

 

（２） 対策の方向性 

建築物に対する省エネ施策を導入する。 

 既存施設の適正な運用管理の徹底を図る。 

 グリーン診断・改修を推進する。 

 ＥＳＣＯを活用した省エネルギー機器・設備の導入等を、庁舎修繕計画と併せ検討す

る。 
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Ⅳ 自動車による温室効果ガス排出量 

１  傾向と増減要因 

（１） 燃料使用量及び温室効果ガス 

表 資Ⅳ－１．燃料別温室効果ガス排出量 

　 11年度 13年度 14年度 15年度 16年度

ガソリン 使用量（ℓ) 116,991 114,974 115,480 120,387 126,947

CO2換算（kg） 275,946 271,189 272,382 283,958 299,430

軽油 使用量（ℓ) 147,746 127,908 111,325 86,036 68,841

CO2換算（kg） 390,700 338,239 294,387 227,514 182,044

天然ガス 使用量（ｍ3) 3,180 24,189 38,770 60,351 76,468

CO2換算（kg） 6,966 52,987 84,926 132,202 167,506

673,612 662,415 651,695 643,674 648,980　公用車から排出されるCO2（kg）  

注：「ガソリン」にはハイブリット車、二輪車のガソリン使用量も含まれる。 

  自動車走行距離から求めるメタン、一酸化二窒素は含まれていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 資Ⅳ－１．燃料別温室効果ガス排出量 

 温室効果ガス総排出量は減少していたが、平成 16 年度に増加に転じた。 

 軽油使用量が減少し、その分ガソリン・天然ガス使用量が増加している。 

 

（２） 使用台数及び燃費 

 ディーゼル車は購入せず、天然ガス車にシフトさせている。ガソリン車の数は増えて

いる。ハイブリット車は１台のみ増。 

 平均走行距離では、ディーゼル車は減少し、天然ガス車・ハイブリット車は増加して

いる。 

 ハイブリット車・二輪車を除き、燃費はあまり改善されていない。 
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表 資Ⅳ－２．車種別燃費等 

11年度 13年度 14年度 15年度 16年度
ｶﾞｿﾘﾝ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 219 220 223 231 238
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車（軽油） 67 61 60 56 55
天然ｶﾞｽ車（天然ｶﾞｽ） 2 9 12 17 23
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 3 4 4 4 4
小計 291 294 299 308 320

9 26 22 25 27
300 320 321 333 347

11年度 13年度 14年度 15年度 16年度
ｶﾞｿﾘﾝ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 899,853 914,240 888,267 913,834 932,198
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車（軽油） 548,969 464,735 409,997 316,355 250,569
天然ｶﾞｽ車（天然ｶﾞｽ） 10,669 86,804 132,677 191,389 245,562
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 10,865 22,218 24,908 24,926 23,894
小計 1,470,356 1,487,997 1,455,849 1,446,504 1,452,223

9,372 43,252 18,876 40,332 46,035
1,479,728 1,531,249 1,474,725 1,486,836 1,498,258

11年度 13年度 14年度 15年度 16年度
ｶﾞｿﾘﾝ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 115,498 112,074 112,935 117,442 123,740
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車（軽油） 147,746 127,908 111,325 86,036 68,841
天然ｶﾞｽ車（天然ｶﾞｽ） 3,180 24,189 38,770 60,351 76,468
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 1,141 1,704 1,933 1,859 1,882
小計 － － － － －

352 1,196 612 1,086 1,325
－ － － － －

11年度 13年度 14年度 15年度 16年度
ｶﾞｿﾘﾝ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 4,109 4,156 3,983 3,956 3,917
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車（軽油） 8,194 7,619 6,833 5,649 4,556
天然ｶﾞｽ車（天然ｶﾞｽ） 5,335 9,645 11,056 11,258 10,677
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 3,622 5,555 6,227 6,232 5,974
四輪車平均 5,053 5,061 4,869 4,696 4,538

1,041 1,664 858 1,613 1,705
4,932 4,785 4,594 4,465 4,318

11年度 13年度 14年度 15年度 16年度
ｶﾞｿﾘﾝ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 7.8 8.2 7.9 7.8 7.5
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車（軽油） 3.7 3.6 3.7 3.7 3.6
天然ｶﾞｽ車（天然ｶﾞｽ） 3.4 3.6 3.4 3.2 3.2
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車（ｶﾞｿﾘﾝ） 9.5 13.0 12.9 13.4 12.7
小計 － － － － －

26.6 36.2 30.8 37.1 34.7
－ － － － －

1台当たり平均燃費(ｶﾞｿﾘﾝ･軽油:km/ℓ台,天然ｶﾞｽ:km/㎥台)

四
輪
車

二輪車（ｶﾞｿﾘﾝ）
　　 合　計

四
輪
車

二輪車（ｶﾞｿﾘﾝ）
平　均

種　類

二輪車（ｶﾞｿﾘﾝ）
　　 合　計

燃料使用量(ｶﾞｿﾘﾝ･軽油:ℓ,天然ｶﾞｽ:㎥)

種　類
1台当たり平均走行距離(Km/台)

　　 合　計

走行距離(Km)

種　類

四
輪
車

台数（台）

種　類

四
輪
車

二輪車（ｶﾞｿﾘﾝ）

種　類

四
輪
車

二輪車（ｶﾞｿﾘﾝ）
　　 合　計

 

 

（３） 対策の方向性 

温室効果ガス排出量が減少しているので、現在の取り組みを継続すると同時に、更なる燃

料使用量抑制策を取る。 

 ディーゼル車を天然ガス車・ハイブリット車にシフトさせる 

 燃費が改善されていないので、アイドリングストップ、急発進・急ブレーキを避けた

運転を実践する。 

 二輪車が活用できる時は、四輪車でなく二輪車を使う。 

 公共交通機関が活用できる場合は、公共交通機関を利用する。 
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Ⅴ 今後の温暖化対策の取り組み 

実行計画第１期計画により設定された取り組みを進めたが、市の事務・事業全体での温室効

果ガス排出量は増加している。今後も現在の取り組みを継続すると共に、更なるエネルギー使

用量の削減を目指して、エネルギー管理の徹底及び建築物等の省エネルギー性能の向上などの

取り組みを推進する必要がある。 

宇治市は地方公共団体として、率先的な取り組みを行うことにより、地域の模範となること

が求められている。本計画で示した具体的な取り組みや主要施設での対策の方向性で述べたこ

とを着実に実施していくことで、温室効果ガス排出量の削減につなげていかなければならない。 

 

 

表 資Ⅴ－１．具体的な取り組み 

取り組み項目 目標 

（１）電力使用 従量電力使用量５％削減 

（２）燃料使用（公用車除く） 燃料使用量３％削減 

（３）公用車使用 車両燃料使用量５％削減 
走行距離５％削減 

（４）紙使用 紙使用量３％削減 

（５）ごみの排出 市施設から排出されるごみ（可燃・不燃）３％削減 

（６）水使用 水使用量３％削減 

（７）フロン類の適正管理と処理 フロン類の回収・適正処理の徹底 

（８）グリーン購入 宇治市グリーン調達指針の推進 

（９）緑化の推進 市施設における緑化の推進 

（１０）公共事業における環境配慮 宇治市公共工事配慮指針の推進 
計画段階からの環境配慮の推進 
廃棄物の発生排出抑制の推進 
廃棄物のリサイクルと適正処理の推進 

 

表 資Ⅴ－２．主要施設での対策の方向性 

主要施設 

 市道街灯 

 下水道[浄化センター] 

 上水道[浄水場・ポンプ場等] 

 小・中学校・幼稚園[35 ヵ所分] 

 教育関連施設[公民館等] 

 市庁舎 

対策の方向性 

 既存施設の適正な運用管理の徹底を図る。 

 ＥＳＣＯを活用した省エネルギー機器・設備の導入等を検討する。 等々 
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資料－２ 温室効果ガス排出量算定方法 

 

１  算定方法 

温室効果ガス排出量の算定は、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の

事務及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」（平成 11 年７月 環境庁地球

環境部）に示す方法に基づき行う。 

 

２  排出係数 

本市が策定した実行計画の目標の設定や計画の実施状況の評価等を行うため、基準年度の排

出係数（「地球温暖化対策の推進に関する法律第８条第１項に関わる『実行計画』策定マニュア

ル」（平成 11 年 環境庁地球環境部））を用いる。 

 

３  地球温暖化係数 

地球温暖化係数は、「地球温暖化対策推進法」施行令第４条に規定された値を参考とする。以

下に本市で用いた地球温暖化係数を示す。 

 

 

 

 

 

（各温室効果ガス排出量）＝Σ ｛（活動量）×（排出係数）｝ 
（活動の種類について和をとる） 

（温室効果ガス総排出量）＝Σ ｛（各温室効果ガス排出量）×（地球温暖化係数）｝ 
（温室効果ガスの種類について和をとる） 

※活動量：電気使用量や各種燃料の使用量、自動車の走行距離、下水処理量など。 

二酸化炭素（CO2） ····································１ 

メタン（CH4） ·········································２１ 

一酸化二窒素（N2O）································ ３１０ 

ハイドロフルオロカーボン（HFC） ····················１,３００ 

六ふっ化水素（ＳＦ6） ···························· ２３，９００ 

※地球温暖化係数：温室効果ガスの温室効果をもたらす程度を二酸化炭素を基準に示した係数。 
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